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現代会計においては，形式よりも経済的実質を優先することによって，企業の財政状態およ

び経営成績がより適切に表現され，利用者に有用な情報を提供することになるとLけ見酔がみ

られる。そしてこのような見解からは，これまで取得原価主義が重視してきた処分可能利益計

算から，将来キャッシュフローの予測など，情報指向を伴ったストック計算重視へと，会計実

践における対応が進展してしぺ状況を確認することができる。つまりこのような認識は，取得

原価主義からそれを修正するもの，そしてさらには時価主義（売却時価主義あるいは購入時価

主義〉または補足的情報の開示へとの展開を導くことにもなる。換言すれば，ぞれは既存の投

資家および潜在的投資家へのアカウンタビリティ（Accountability）をさらに重視する会計主

体の判断と合致するものであるともいえよう九

すなわち，今日の企業は株主，債権者のみならず，広く一般市民にまでさまざまな内容のア

カウンタピリティを有しているなどと仮定することで，会計主体がそれぞれのアカウンタピリ

ティをどのように調整して，測定・伝達するのかというような現代会計実践における個別的テ

ーマごとの考察が導き出され，さらにその考察が理論的会計目的から会計主準を設定する際の

1)会計主体論は一般に企業会計の理論形成上，企業をどのように見るかという「企業観」に関する議

論であるといわれている。 「会計主体Jは，企業会計の認識・測定・伝達の主体であることから，

「誰」を会計主体と規定するかによって異なる理論構造に関する議論を会計主体論ということができ

る。

会計主体による会計行為のうち，伝達行為に焦点をあててみると，会計伝達行為はアカウンタピリ

ティを認識した会計主体による対応として捉えることがでさる。すなわち，どのような会計主体がど

のような対象利害関係者にどのようなアカウンタピリティを有しているのか，その違いによってこれ

まで資本主説，代理人説，エンティティ説，企業体説，個別資本説，資金説などが論じられてきたの

である。ちなみに，荒川1邦寿教授は合計主体論の発展を次のように捉えている（表1参照〉。
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（価値判断上の〕重要な役割を担うことになるへたとえば，ブランド（brands）の無形資産

としての認識が，会計主体にとってどのような意味をもち，そのことがさまざまな利害関係者

にとってどのような影響を及ぼしているのかが会計基準設定機関における基礎研究として問わ

れるが如くであろ。

表 1 会計主体論の発展

｜ 対象利害関係者会計責任主体 アカウンタピリティ

3 受託者（吉記・ tl1事：〉 財貸出入の charge-discharge 関係 委託者（所有主〉

'.ID 記帳者（両替銀行家〕 借〉複式簿記の債権債務関係（貸 動定口座の名義人

]) 資本主（産業資本家〕 資産〕財産管理の担保保全（負債 出資者・債権者

①取締役（経営者〉 財産〕企業利潤獲得・配分（資本 株主（所有者〉

⑤ ;f)I~社〔支配会社〉 事業〉会社連結合併・分割（持分 子会社・関係会社

＇.§）制度企業（経営者団） 生産〉産業構成・所得配分（消費 一般大衆国民経済

J) 先進・多国籍企業 輸入〉世界経済・資源配分（輸出 後進・民族的企業

荒川邦寿『財務諮表分析レポート』東京経済情報出版 1990午4月91ページ。詳しくは，問91-96ページを参照。

2）筆者は，会計基準形成の試論的枠組みにおいて，それlままず，現実の会計実践の認識から出発し，

次にそこから理論的会計目的を設定するというプロセスを経るものと捉えている。企業活動を認識・

測定・伝達する行為を会計行為と規定した場合，その会計行為の主体（会計主体〕は，自らの利害関

図1 会計基準形成の試論的枠組み

え入三二ト一昭三ム
弘え＂＇ J二ζロ”u 会計実践

j新車内接近法 帰納的接近法

「
i
l－
－
」

会計における基本的前提

案事

「
l
i－
－
J

会計主体一目ーーー一一一一会計単位

j陸続企業ー四一－－－同国－－－－－－会計期間
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本稿では，現代会計実践を代表する一つである「ブランドの会計」を中心テーマとして取り

上げ，まず，この「ブランドの会計」が，もう一つの代表的テーマである「企業の合併・買収

(M&A）の会計」における会計実践と密接な関係を有するものであることを指摘する (I

M&AとブラッドおよびE ブランドの会計実践〉。次に， この問題が特にイギリスに子ういて

活発に論議されているところから，これまでのイギリスの会計関連規定を概観し cm ブラン

ドの会計規定〉，そこで論議の中心となる暖簾とブランドとの識別可能性へと考察を進める（IV

暖簾とブランド〉。その上で，改めてブランドの会計における会計主体について， アカウンタ

ピリティの関係を意識しつつ検討を加えてゆき，イギリスの会社法および会計基準におけるプ

ランドの会計処理問題を会計主体論の相違からあとづけることで，会計主体論の現代的意義を

見出そうと試みる CV ブランドの会計における会計主体〉。

I M&Aとプランド

近年，欧米等において，産業の再構成とともにいわゆる「企業の合併・買収」（Mergersand 

Acquisitions : M&A）が活発化し，今後は日本国内の企業開の問題 (In明In），欧米企業に対す

る日本企業によるM &A (In-Out）の展開，さらには日本国内の班＆A市場においても何らか

の変化が，ぞれは内的および外的要因によっても，生じるものと考えられる。

一般に企業は売上高，首業利益，市場シェア，収益性などの拡大を目的とし，このM&Aを

係者に対してア方ウンタピリティを有し，その責伝の解除を目的として，自らの経済行為の測定結呆

を財務諸表を通じて報告するとhづ行動をとる。このように考えた場合，理論的会計目的は，会計主

体によるアカウングピリティの履行ということになる。

＊会計主体と会計公準の関係について（図1参照）

一般的に会計理論形成上の基能は，ポステュレイト（postulate）とかコンヴェンション（convention)

などといわれ，ペイトン（W.A.Paton）の『会計理論~ (Accounting Theory 1922〕以降，さまざま

な論者によって議論されてきている。その見解は非常に多様であるが，ただ（ビジネス・〉エンティ

ティ（businessentity）には d会計実践をささえる支柱であり，事実認識が可能であり，会計の研究

対象としての客体であり，会計の領域を限定する会計単位であるとの一致した見方がある。

エンティティをアカウンタピリティ関係の成立する会計実践の中から帰納的に導出された会計単位

とした場合に，これをひとまず会計コンヴェンションのーっとして規定することが可能となる。エン

ティティが会計単位，すなわち一つの限定された会計研充対象領域を示すむのであるとすると，ア方

ウンタピリティを有するがゆえにその領域の特定化が可能な会計行為の主体，すなわち含計主体の存

在が確認される。アカウンタピリティを有するこの会計主体を会長十コンヴェンションと区別する意味

で，ここでは会計公準のーっと佼更しておきたい。向様に考えれば，まず継続企業（会計公準〉の佼

定により会計期間（会計コンヴェンション〕を演絡することが可能となり，また貨幣価値安定（会

計公準〉の前提のもとに貨幣的評価（会計コンヴェンション〉が行われるとしづ関係が明らかにな

る。すなわち，ここでいう会計公準と会計コンヴェンションとが結び付いて会計理論形成ーとの基本的

前提が成立することになる（富津清『財務会計基礎理論』白桃書房 1985年4月 69-90ページ参

照〉。
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戦略的に展開しているといえるが，そのより具体的な利点のーっとして「ブランド」の取得と

いうものを位置づけることができる。

この「ブランド」（brands）としづ言葉の今日的な意味はあまり明碓ではなく，もとは焼印

あるいはその行為を示すものであり，現在では， トレードマーク（trademarks ：商標）によ

って示されるような特定の商品名などと一般的に理解されよう。ちなみに，その定義のひとつ

として，ブランドとは， 「各種のマーケティング・ミックスを通じて，買い手のネットの便益

水準を極大化し，その結果，買い手が何らかのロイヤノレティを抱くようなアイデンティティを

もったもの」。であるとする定義がある。しかしここてーは， 「ブランド」の定義にはあまりこ

だわらずに，これまでこの「ブランド」とLづ言葉が一般的に用いられてきているとしけ事実

にもとづいて，とりあえずは論を進めていくこととする。

すなわち，業界によってはその業界でのトップブランドを数多く獲得することで，シェアの

向上，価格支配力の獲得など規模の経済性が作用し，さらに配当増加，株価上昇を導くケース

がある。そのため，ブランドイメージで勝負する業界においては， It!際的な「プランドM&

A」とでもいうべきものが，国の内外において激しい販売競争に勝ち抜くための一つの手段と

なっている。

たとえば80年代のアメリカの食品業界において， M&A・撤退なとの動きが活発化し，いわ

ゆるリストラクチャリングが急速に進められた点が指摘できる2）。特に， 1988年11月のアメリ

カ巨大投資専門会社のコールパーグ・グラビス・ロパーツ（Kohlberg,Kravis, Roberts & Co. 

: KKR）によるRJ Rナビスコ（RJRNabisco, Inc.）へのレバレッジド・パイアウト（Le-

veraged Buyouts: LBO）によるM&Aは，買収総額が 250億ドルにものぼる，非常に典型的

な事例であったへ また，わが国の企業も，ファッション専門店，百貨店，洋酒メーカー，健

康食品などに対していわゆる「ジャパン・マネー」の進出が目立っている（表2参照〉。

洋酒業界の場合， 「プランドM&AJの先障を切ったのは， イギリスのギネス（Guinness

PLC）やカナダのシ一グラム〔TheSeagram Co. Ltd.）そしてイギリスのグランド・メトロ

ポリタン（GrandMetropolitan PLC）など「国際酒類資本」であり， そこには欧米市場での

酒類の販売量が頭打ちになってきたため，企業買収などを通じて既存の有名ブランド商品を取

得し，売上げ競争に挑むとL汁意図がみられる心。例えばギネスは， 1986年， 「オールドパ

1〕杉本研一「プランド・ダイナミズムー米国食品企業の成長パラダイム 」野村総合研究所『財界観

視1』1989年12月1日， 36ページ。

2）詳しくは杉本研一，前掲論文参照。そこでは， 1980午代後半にアメリカの食品業界において顕著に

みられた「ブランドM&A」に関するケーススタディを中心としてマーケテイング戦略に関する検討

が行われている。

3) KK RによるRJ RナピスコへのLB Oに関しては以下のものが詳しL、。岡部政昭「LB Oの影響

と経営的効果」および小野崎恒夫「LB Oの成功要因と検証」両者ともに財団法人日本証券経済研究

所編『M&A 合併・買収 内外の事例研究』 1990年6月所収。
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表 2 国内企業による海外M&A事例

業 界 ！ 園内企業｜ 海外企業 買収額

ファッション レナウン アクアスキュータム 190億円

百貨店 東武百貨店 サックスフィフスアベニュ 不成功

健康食品 山之内製薬 シャクリー 500億円

i羊 酒 サントリー アライドライオンズ 業務提携

朝日新聞1990年5月28日をもとにして作成

表3 輸入洋酒の主要銘柄と販販会社

マスコッチ・スタンダード

ホワイトホース

カティサーク

ジョニーウォーカー

J&B 

ノミランタイン

マスコッチ・プレミアム

JWS 

cs 
UD G洋酒販売

サッポロビール

サントリー

オールド・パー UD G洋酒販売

ジョニーウォーカー黒 UD G洋酒販売

シーパス・リーガル キリン・シーグラム

パランタイン12,17 サントリー

ジョニーウォーカースイング UD G洋酒販売

マパーボン

I • Wハーバー

アーリータイムス

フォアローゼス

オールドフォレスター

ワイルド・ターキー

マコニャック

ヘネシー

レミーマルタン

マーテノレ

iJミ、、ユ

クルボアジェ

JWS 

サントリー

キリン・シーグラム

サントリー

日本ヒュープライ y

JWS 

レミージャポン

キリン・シーグラム

ニッカウヰスキー

サントリー

注： Jw Sはジャーディ γヮイ γメ・アンド・スピリッツの略，

c Sはカティサークスコッチウイスキーの略

〈出所）斎藤隆『酒類・清涼飲料業界』 1990年3月30日 98ベージ。
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1990年

(1990年〉

1989年

1988年

一」（OldParr), 「ジョニーウォーカ－J (Johnnie Walker), 「へイグJ(Haig）など，スコ

ッチウイスキーの 6割以上を押さえていたイギリスのディステイラーズ（Distillers PLC）を

買収し，続いてパーボンウイスキーの「I.W.ハーパー」（I.W. Harper）を持ヮていたアメ

4〕最近の輸入洋酒業界の構造変化については，斉藤隆『酒類・清涼飲料業界』教育社新書1990年3

月30日による。
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リカのシェンレ－ (Shenley Industries Inc.〕を傘下に収めたへさらに1988年にはフランス

のプランド商品のコングロマリットであるモエヘネシー・ルイヴィトン（Mo邑tH巴nnessy-

Louis V uitton : L VMH）との聞で株式の相互持合し、により，業務提携強化を行った。このよ

うな洋酒業界の提携・系列関係によって，わが閏の企業もかなりの影響を受けている（表3参

照〉的。

このイギリスの酒類業界を中心とするプランドの取得を目的としたM&Aは，現代会計理論

の研究上からも非常に注目すべき問題を有している。すなわち，イギリスでは従来から，プラ

ンドは暖簾の一部として処理され，発生した当期に準備金と相設されてきたが，投資家その他

の会計報告書の利用者に対して，企業に関するより多くの情報が提供されるべきであるなどの

観点から，プランドの無形資産計上がいくつかの企業から主張され，今目，最も論議を呼ぶ会

計的問題のーっとなったのである。

ブランドの資産計上を，現行の暖簾の会計規定・会計実践に基づく持分減少の穆復を目的と

するものとして，それに積極的な評価を与えた場合には，会計理論的には，暖簾とブランドと

の概念的峻別の問題等を生じさせることになる。一方， EC会社法指令および国際会計基準の

影響を受けつつ，圏内化，調和化を目指すイギリス会社法および会計基準等の会計諸規定に常

に対処してL、く企業の会計政策のーっとして捉えた場合には，総資産に占める割合が非常に膨

大となるプランドの資産計ょとし寸会計方針の率更は，今後のM&A活動にとって，財務的な

観点からも重要な意味を持つものであると考えられる。

ブランドの資産計上とし寸先行する会計実践に対して，現在のところイギリスの会計基準設

定機関は否定的な昆解をとっているようであり，その理由としては，後述するように，経済的

5）斎藤隆，前掲書， 96-99ページ参照。

6）ギネスは，従来のフsランドごとに代理店を定め，輸入販売を任せるとbづ方針を改め， 1988年4月

から直接販売を原則とする体制づくりを始めている。そのため日本においては， 「UDGジャパン」

(Unit疋dDistillers Group Japan）とh、う日本のマーケテイング会社とともに「ジャーディン・ワ

インズ・アンド・スピリッツ」 (JardineWines & Spirits : JWS）そして「UD G洋酒販売」とL、

う二つの販売会社を設立し，従来の輸入代理店各社に分散していたUD Gの代表銘柄を集中させてマ

ージンを吸収し，日本市場の本格的開拓に乗り出した。

そのため，たとえばサントリーは，ギネスが， 87年10月にアメリカのシェンレーを買収した結果，

ノミーポンのトップ銘柄「 I.W.ハーパー」の販売権利を失った。そしてその販売権は現在Jwsが所

有している。カナダのシーグラムも，従来サントリーlこ委譲していたコニャック「マーテル」の販売

権をキリン・シーグラムに移した。これまで輸入洋酒業界のなかで，最大の地位にあったサントリー

にかわってUD GとJwsの地位が大きく高まったのである。その対抗策として， サントリーは，

1988年10月，イギリスのアライド・ライオンズ（Allied-LyonsPLC）と資本関係を含む広範囲な提

携を結び， l司グループのブランドについて，日本における権利を確保し，あらためて輸入洋酒業界で

の勢力基盤を固めていった。ただしそのために明治屋は代表銘柄を失u、，大きな打撃を受けることに

なったのである。

斎藤隆，前掲書， 96-99ページおよび朝日新開1990年5月28日参照。



会計主体論の現代的意義 55 

有効iまと会計的客観怯との資産認識上の問題，プランド情報の有用位への懐疑，評価基準問題

などがあげられる。

そこで次に，ギネスによるM&Aの事例を中心として，イギリスにおけるブランドの資産計

上とし、う会計実践を検討する。

Il ブランドの会計実践

イギリスの大手ビーJレ・ウイスキーメーカーであるギネスは， 1759年，アーサー・ギネス氏

。1r. Arther Guinness）氏がダプリンで“ebonale”を醸造したのがその始まりであり，

1799年から生産している黒ビールは非常に有名で、ある九 1982年までの社名は ArthurGuin-

ness and Sonsであったが， 1985年2月，現社名に変更した。ちなみに，ギネスの子会社であ

る GuinnessSuperlatives Ltd.が『ギネスブック』“GuinnessBook of Records，，を出版し

ている会社である。

ギネスの支配構造をみるとそれは長年にわたって一族によって支配されており，完全な個人

所有支配から， 過半数持株支配を経て，少数持株支配へ推移してきており， また，取締役会

は1970年代まで会社の支配権行使については消極的であったうえに，当時の経営陣による会社

指揮統制の弱さなどが影響して，極度の資金逼迫状態にあったへ その立て直しのために1981

年，アーネスト・ソーンダース氏（Mr.Ernest Saunders）が取締役として迎え入れられるこ

とになり，ギネスは1980年代に，主としてM&Aによって；急激な成長を遂げることになったの

である。

ギネスによるプランドの取得を目的としたこのM&Aは，会計ディスグロージャーの面でも

註目を集めた。というのは，イギリス会社法上，親会社によって発行された株式が「合併救

済」（mergerrelief)制度適用の資格を認められた場合，投資は名扇価額で記録される一方で，

ノミーチェス会計が連結財務諸表において用いられる可能性があり，ギネスがディステイラーズ

に対して株式公開買付（Take Over Bid : TOB）を行った1986年の株主向け報告書が，まさ

しくこの事例に該当したからである。この点に関して，グラスゴ一大学（Universityof Gla-

sgow）のシド・グレー教授（Prof.Sid Gray）は，この会計処理をnewhydrid formと昭び，

会社法「合併救済」規定の問題点および関連会計基準における概念規定の不適切さ，経済的実

質との誰離およびディスクロージャーの問題点が指摘されることになったのである九

1）以下は，日本経済新聞社『ダイヤモンド外国会社要覧』 1989年11月による。

2〕JohnScott，“Who rules the corporation？” 1988. 5.立教大学における公開講演『立教経済学研

究』第42巻2号1988年10万。鵜川馨訳「会社を支配するものは誰か」 161-162べーゾ参照。

3）グレー教授は，そのような問題点を指摘した上で， M&Aの会計処理における統一的アプローチを

提案している。詳しくは拙稿「M&Aに関する会計的一考察 ギネス／ディステイラーズの事例」財

団法人日本証券経済研究所編『M&A 合併・買収ー内外の事例研究一』 1990年6月30日 53-76べ
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表 4 TO B前後におけるギネスの財政状態の推移

（単位：百万ポンド）

S PLC i借方8伊8伊8伊8伊8伊8付巾方8711tftf8伊88

固定資産 346

ブランド 1, 375 1, 375 I 

差引純流動資産 48 1, 032 1. 038 950 

株主資本 240 87 265 894 2, 424 2, 880 

其他負 債 1 65 1 104 22s I 311 249 

l古l 定負債 I 89 i 224 I 949 I 666 631 

合 計 394 1 394 1 593 I 593 1 2, o6s I 2, 068 I 3, 401 1 3, 401 1 3, 760 1 3, 760 

Guinne田 PLCReport and Accounts 1986暗88.，白木経済新間社『グイヤモソド外国会社要覧~. Financial Data 
Kompass publishers, Kompass 1987., 1988. vol. ,1., Walkers Packings Seals and Gaskets, Kelly’s Business 

Dictionary 1989，をもとに作成。

ディステイラーズのT0 B前後のギネスの事業内容の推移をみた場合，まず， 1985年 9且期

売上高の69%を占めたピーノレ醸造は， 15ヵ月決算の1986年12刀期には36%となり，同じ割合を

ウイスキー・ジンなど蒸留酒が占めていた。そして1987年12月期にはどール31%，蒸留酒48%

と逆転し， 1988年12月期に至っては，ビール35%，蒸留酒63%というブランドM&Aによる明

白な変化が生じている心。 なかでも1988年にブランド商品のコングロマリットであるフランス

のLVMHとの株式の相互持合いによる業務提携強化は，ブランドの資産計上とL、う点から会

計処理上も特筆すべきものとなったのである。

ギネスは， 1988年の株主向け報告書において， LVMHとの株式の相互持合いによる業務提

携を自社の最も重大な活動であったことを記述していたへ そしてイギリス国内におけるへネ

シー（Hennessy）の流通，ヨーロッパ，極東での合弁会社の形成，アメリカではMHとの合弁

会社，シブェリンアンドサマセット（Shieffelin & Somerset）による活動と，世界的販売事

業ネットワークを形成しつつあるといわれる。また同報告書において， 1988年よりこれまでに

取得したブランドの歴史的原価を財務諸表において認識させるため，会計方針の変更を行う決

定が明らかにされ，ブランドを無形資産として総額13億7500万ポンドを貸借対照表に計上した

（表4参照〉（ちなみにLVMHは，英文の株主向け報告書において， 1988年12月31日づけで15

憶8100万フランをトレードマークとして計上し，その40年以内のなし崩し償却を行っている）6＞。

さらにプランドに関して間報告書は， 「獲得した事業および関連会社の株式の公正価値には

プランドが含まれており，そのブランドは，実在し，長期に及1：ものであろ。またブラシドは，

ージを参照。

4）拙稿前掲書71-72ページ。

5）以下は， GuinnnessPLC Report and Accounts 1988.の記述による。

6) LVMH (Moet Hennessy-Louis Vuitton) Annual Report 1988. p. 44. 
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収益力がはっきりと確認でき，そのブランドが他の事業から個別に売却されうる場合に，そし

てそのブランドがブランドを持たない製品によって達成されるもの以上れ収益を達成する場合

にのみ認識される。なし崩し償却（amortization）は， その護符ブランドの経済的耐用午数の

終了が予測できる場合を除いて行われえたL、J7）と記述している。

もちろん，ブテツドを資搾計トすろ企業ばギネスだけに限らない。グランド・メトロポリタ

ンも1985年 1月以降質入れたプランド ι1988年 9月初日づけでグ、Jレープ資産に 5億8800万ポ

ンド計上していたへ きらに買入れブランドに加えて自己創設ブランドの評価額を貸借対照表

に計上するとしけ決定を行ったランクス・ホーヴィス・マクドウガル（RanksHovis McDou-

gall PLC : RHM〕の場合には， 1988年 9月305づけでブランドを 6億7800万ポンド計上して

おり，これは総資産の59%に相当し，当年の資本金および準帯金の上昇のほとんど宏説明する

ものとなっていたへ RHMは， 1989年 1A168，ブヲンドコンサルタント会社であるインター

プランド (InterbrandGroup〕ιの共同で論文を発表した。そしてブランド計上の理由として

は，；］）貸｛茸対照表よからの価値わる資産心排除を回避するため，②株主資本のより現実的な手

｛象を提供アるため，①只収lこよってことじる暖簾を減少させるためz Q)ギアリングレシオを執少

させ，資金調達を容易にするため，という 4点が示されている10）。さらに評｛酎方法に関しては，

7) Guinness PLC Report and Accounts 1988. p. 36. 

8) Tony Arnold and Michael Sherer，“Accounting for the value of brands", The Accountant’s 

Magaziηe, 1989. 2 . p. 12. 

9 ) Tony Arnold，“Valuation of br品nd晶； theRfuvf approach", The Accountant’s Magazine, 

1989. 3. p. 43. 

その他，つぎの上うなブランドき計 hした企業があろ。

* Lonrho PLC : 1億1700万ポンド（newspapertitles) （買入れ） 88年

キNewpaperPublishing PLC : (Th己 Independentの newspapertitles) 〈自己制設） 87年9)J 

30白

本 Reckitt& Colman；過去3年間に取得した子主役のトレードマーク

*Reed International : Publishing rights 

*United Newspaper : If 

*Maxwell Communications : /1 

ネ CadburyAustralia （オーストラリア〉：買入れのみ

本 SABrewing ( 11 ) : 11 

* Pacific Dunlop ( 11 〉：買入れブランド許価後即時消却

* Charterhill PLC （オーストラリア企業の子会社〉暖簾のみ即時消却

Paul Rutteman，“Boosting th日 Profitsof the Brands Industry”， Accounta問cy,1990. 1. 

凶 .26『 27. を参照。

10〕TonyArnold, op. cit., p. 13. 

ギアリング修歪は，アメリ :JJではフィナγシャル・レパレッ：； (financial leverage）と呼ばれて

いる。 RHMの場合のギアリング比率は，

ギアリング比率ニ借入金／借入金十資本金十準備金

で計貸され，それは1987年ii42労，そして1988年は17%と減少している。
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さまざまな方法を検討した上で，両者ともカレントコストに基づき， 3年ごとに再評価するこ

ととしている11）。しかし，特に自己創設分に関しては，インターブランドによる非公聞の公式

によってウエイトづけされたアプローチで、は，その主観性が間われることになり，そのためイ

ギリスを中心としたブランドの資産計上に関する今日の論争がさらに高まったといえる。従っ

てこのようなブランドの資産計上とL寸先行する会計実践が，現行のブランドに関連する会計

規定とどのような関係にあるのかをみていくことが次に必要となってくる。現行の会計規定お

よび今後の動向を考察してし、く。

1[ ブランドの会計規定

イギリスにおける会社は会社法（CompaniesAct : CA）の規律を受けており， この会祉法

上の会社はすべて財務諸表の監査を受ける義務がある。その監査人は各職業会計士団体のメン

バーであり，とれらの団体が中心となり，会計基準委員会（AccountingStandards Committ巴e

: AS C）を構成し，標準的会計実務書（Statements of Standard Accounting Practice : 

S SAP）とLづ会計基準を制定してきた。なお現在は， 1990年 8月に発足した会計基準審議

会（AccountingStandards Board : ASB〕にこれまでの活動！士引き継がれた。

以下ではイギリス会社法と SSA Pおよびその公開草案等のうち，特にブランドの会計と関

連する規定を考察し，現行の会計実践に対する評価の判断材料を見出したいへ

なお，カレントコスト会計では，

ギアリング比率＝正味貨幣負債／正味貨幣負債十普通株式資本＋準備金

で計算される。

ギアリング修正は，正味蛍業資産の一部がif！床借入金によって，調達されているときに，力レント

コストによる株主婦属利益を計算するために用いられ，そこには， 「追加的投資に対して，そのある

割合が普通株主の資金ではなく，借入金にって調達が可能であるJとL、う認識があるといわれる〈詳

しくは，榊原英夫「イギリシにおける物価変動会計（2）ーギアリング修正の問題点一」『富山大学 富

大経済論集』 36巻3号 1991年3月参照〉。

11) Tony Arnold and Michael Sherer, op. cit., p. 12. 

インタープランドは，（1）マーケットシェアとそのランキング，商標（ブランド）の安全性とこれまで

の実歴，（3）商品系統の安全性，｛cl)国際性，（5）市場の趨努，（6）広告ならびにフ。ロモーション，（7）法律よの

保護，としづ 7つの要素について採点し，各商様に得点をつけ，それを過去3年間の当該商品の平均年

間利益に乗じて商標の価値を決定しているといわれる（井尻雄土 ピークー ・H・ブアークハー「商擦

の評価と利速会計」神戸大学『経済経営研究年報』第40号 (I)1991刀1月 16ぺージ〕。

1) SSAP 22「暖簾の会計」およびその改訂楽である公開草案ED47等の理論的根拠および処理方法に

ついて， M&Aに関わる主要な問題として検討するものに，岡崎隆造「英国会計基準書改訂案とM&

A」『商事法務』 No.1212 1990年4月5日がある。またブランドの社会的機能を指摘しつつ，貫入

れおよび自己創設プランドの評価について，日本およびイギリスの会計関連法規を中心に検討するも

のに，山本誠「プランドの会計J『大阪商業大学論集』第87巻1990年6月がある。
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(1) イギリ王立会主主法

イだりス会主主法いれいて，会祉の取紛役は毎決算編ι財主否認衣を作成し，株五総会主主よひ、合

社蛍詰所；こ提出しなければならないの司として局訟は，企業がいかなる宏計記録を行わなけれげ

ならないかについて詐細な規定を設け，それら財務諮表が，企業の財政状態，経常成績を「真

実かつ公正た写像」（trueand fair view : tfりをもって表沢されるととを伝統均lこ要求しで

し、る2）。

特；二1981年会社法ii, EC第 4号指令に整合性をもたせるよう改正され，報告書作成iこ醸し，

準拠す八非合計原則がそこから読み取れる。ただしそれうを①継続企業ぐGoingConcern), 

（宮〉継；ア性（Consistency〕，岱慎重’！畦（Prudence），立＼発信ちゃ義（AccuralB部 is), そして①総

額ヰ主義（BruttoPrinzip）約5つ左み売り夙 ①から＠までは， SSAP2の「会計；万金1－の開

示j (1971ff.〕よ対応Lでいろこ ξかわ 4つとみ売りベ また分j讃よ辻仁むから（き〉までが会計原

則であり，①左めを損殺の一般想定と Lての実現ター誌と発生主義とすろ見方も糸る5）。 さG1ニ，

第15条に離脱規定が稜けつれていろこ央から， tfvのために公訂j京町から離税するととも可能

でま〉り，イギりス常の時験主義的だj透明の神カ的i害容はわ寸特徴がこ，~に指摘きれると乙にな

るA

イボリヌ会全？？法’土資産計上に閉してほ，原則として歴吏的原価を規定［ているが，代替的

rFn新方：会も容認しケいろ引。伊！えif,！理策以外0）無形樫定性産の場合に！ま，カレントコヌト

(current cost)によろことも可控である（第31条（l))o そしマ鞍察について， 第21条では，

「会主！；こより取得された暖策の対怖の慣は，会祉の取締役め探用した指摘にわたで】てど1該資崖

を体系！汚に償却すろために汁詐される：戎イ閥横却引当金（provisionsfor depreciation）により

滅視しなければならない（5#21条（2））。また採弔する持潤：土， 当該暖簾の経済的耐用年数をこ

えてりならない（I水3))o 会社，I二よワ耳7

lま資定とし♂て七i上£れるときiよ，その投簾；つだ但宏償却するために持制した期間およびその期

間を綜rnしd七理由£計算暫頒の法記にJ)ij示レ玄りればならないくllJ1.4))jとあるc ま三，閥定資

産の償却規定；：：関しては，それま起済的耐用与A款の期間にわたってく援策以耐m年設以内lニ〉

償却するーとを求めている。

鋲形固定資誌の表示形式において， そのi主婦で， 鉱業権（con己出品ous），特許権（pat悩 ts).

特許使用権 (licences），商標磁〈むなdemarks）ならびに己れら仏準ずる権利および重量産ぶつ

いては，（ a）対｛函の支払；ーより当該資産号取得し，かっ暖簾のもとに表示すろことを襲しない

2）詳1くは，中JII夫伝子『会主主会計持者j度の比較研究」千五千毎よぷ 1988年2JH2-5へージを参以。

3）稽:III議士男・菊谷正人 ['111際攻号i食業））会計~ rp央絞済干1:1989年4月25日 19ムージ。

4)問中 せよ・原 光ill:訳 Tイごドリス公言！・まま？守主審！中央；経書社1990午6月25ロ 4ページc

5）苦言村開放編 f国際会計輪』第2）波 白桃禽溌1991年4月26日 55 5再八一ジ。

6) ~、下の邦訳は嵐村駅？操縦，前掲望書 51-84ページによる。
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場合，または（b）会社自体が当該資産を創誌する場合，との長同のもとι計上しなければなら

ないときれている。

上記のように会社法は，暖簾以外（／コ無形固定資産については買入れおよび自己創設の討とあ

そして暖簾については買入れのみの計上について規定していることから，プランドの買入れお

よび非買入れ〈白己創設〉双方め計とが可能で、あるとする解釈も成り立つ。この場合，他の無

形固定資産と司様，ブランドも分離可能な純資産のーっとして認識されることが前提になる。

またカレントコストでのブランド評価も許され，その再評価による切り上げも可能となろっ。

つまり，仙の無形資産と同様，ブランドl土公正な価値が子会社の取得時における資産に帰する

場合，分離可能な補資産として認識され，ブランド計上は暖熊の額を減少させろととになる。

(2) SSA Pおよび公開草案等

SS A P22「暖簾の会計j (1984年12且発表， 1989年7刀改訂〉じおいて，畷熊は「組織全

体としてみた企業の価値と，その企業が保不jずる分離可能純資藤（separable net assets）の

公E価値合計額との差額」7）であると定義されており，その特質として①援策の価値とその取

得原仰との関連性i土な〈，（岳無形の唆簾発生要因を個々に評価はできず，＠環境の変化により

比較的短期間に価値は大きく変化し，①暖簾価値は非常に主観的にしか評価できないとL寸点

が指摘されている。

そして暖簾を買入れ嘩簾と非買入れ暖譲とに分け，質入れ暖簾は「他企業の買収を取符

(acquisition）として処埋したために生じる暖簾であり，連結による時震も買入れ暖簾の一部

である」 ωとされ，その水久資産としての計上を禁止し，計上を認められない非民入れ暖簾と

の首鬼一貫性を保つため， 原則としては即時消却（immediatewrite前ofめを求めつつ，容認、

規定として耐用干款にわたってのなし崩し償却（amortizatiorりをも認めている。

また，①個別識別可詣および ⑦個別売却可能というニつの要件を満たした場合には，分離

可能資産力一部を構成する識別可能無形資産 (identifiableintangibles) （暖簾.I;げトの無形資

産〉として認識されるなめ，たとえその資産が被取得会社の財務諸表に記載されていなかった

としても，取f守台J土の財務諸表に公正価値で記録されることになる（13麗簾と分離可能純資

産戸。ちなみにこの規定がギネスによるプランドの資産計上の根拠となっていると考えること

もできょう。

SS AP22においては，買入れ暖簾と非買入れ暖簾の整合性を貸借対照表上において成立さ

せる（両者とも計上しなLつために，買入れ暖簾の即時消却を原則と Lているが，公開草案

(Exposure Drafts : ED）第47号〈「暖簾の含五j-J1990年2月1日発表〉においては，両者の整

7〕TheInstitute of Charterd Accountants in England Wales, Accounting Standar口ls1989/1990, 

1989. p. 3. 254. 

8 ) Ibid., p. 3. 254. 

9）刀＞id.,p. 3. 256. 
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合性を損益計算書とにおいて月定立させる（費用の発生を認識する〕ため，買入れ暖簾の資産計

上を義務づけ，そのなし崩し償却が規定されている。そしてED47の特徴としては，①買入れ

ブラッドを暖簾のー形態とみなし，その資産計上は不可とし，さらに②その経済的耐用年教を

20年（最大40年〉以内として，なし崩し償却を規定している点があげられる（但し，過去の即

時消却分の再計J:Jま不要）10）。

このようにプランドをその会社の暖簾の一部であるとみなすべきとする提案を行った当時の

AS C委員長であったマイケル・レンシャJレ氏（Mr.Michael Renshall）は，次のように述べ

ていた。

「経営手腕の発揮によって生じたプランドは事業lこ対しでかなりの付加価値を生み出し，現

代の商業実践における主要な戦力となっている。プランドはその名称が認知され，運営され，

市場での地位そして専門家のノウハウが確立されてけるとし、うように，総合的に用いられた場

合に将来収益の増大を生じさせることが期特されている諸々の特徴の組合せを表現するもので

ある。しかしながら，これらの利点は，会計目的上，暖簾として一般的にみなされているもの

である。」ω

レンシャノレ氏のいう「会計目的」に関して，さらに探く検討を加える必要性があると思われ

るが，ここでは指摘だけにとどめておきたい。

このようなED47の考え方に対して，主として＠暖議の価値の縫持支出（広告宣伝費，研究

開発費など〉がなし崩し償却による饗用と二重計上になるとL、う議論および，②20年， 40年と

しづ経済的耐用年数の論理的妥当位の欠如が問題点として指摘されているが，これに対して，

AS Cは，国際的協調を重視して，①に対しては40年（アメリカのAPB17の年限〉という比

較的長期の選択が二重計上に対する批判を若干団避可能であり，②に対しては20年が現実的で

あるとL、う主張にとどまっている印。

また同時に公表されたED48（「合併および買収の会計」 1990年2月1日発表〉は，これまで

のSSAP23「合併および買収の会計」 (1985年4尽発表〉について，①規模のテストの欠如

（大会社が子会社を合併によって結合可能となる点〉および②合併法〔merger accounting) 

の選択権（被合併企業の90%所有がなされ，その対価の公正価値の90%が株式持分の形態であ

り，以前に20%以上を所有していない場合に選択可能である点〉という主としてこつの問題点

を指摘した上で，合併と取得の明確な区分〈ζれまでの選択権の排除〉を行し、，合併を「員収

側も被買収側も確脅されえない企業結合であるJ13）と定義した点にその特徴を有している。そ

してこのED48においても ED47と同様，選択権を減少させることによョて国際的調和に貢献

10〕AccountingStandards Committ巴e，“Accountingfor goodwill’＇， 1990. 2. ED47. pp. 26-41. 

11）“ASC says no to brands”， The Accoz川 tant,1990. 2. p. 5. 

12〕DonEgginton，“人11change on goodwill, merger and brand accountin胃？”，TheAccountant’s 

Magazine, 1990. 4. p. 45. 
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したいとの意図がみられる 14)0 

さらに， 1990年2月に発表された公開草案の解釈指針であるテクニカルリリース（Technical

Release : TR）第780号（「無形回賢官資産の会計」 1990年2月1日発表）は，①歴史的原何が証

明可能，①他の無形資底ムの識別が可能，②当該賢丘市場が存店とし、うこの三奈i午を満たす場

合には，当該資産は無形固定資産として認識されるべきであると想定している問。しかしブラ

ンドに関しては，それは暖簾のー形態である16）として，その情報提供が必要な場合は注記とい

う形で行うよう提案している17）。さらにその償却に関しては，睦簾と同様，経済的耐用年数が

20年（ifz大40年〉以内のなし崩し償却を規定している 18）。なおこれに対して，過去において暖

簾とみなして即時消却したものを再計上する必要はないが，今後，プランドとして貸借対照表

に復活させた企業はその償却を迫られることになるとLづ見万グある 19）。

w暖簾とブランド

ことで、は，ブランドの会計に関するこれまでの検討を簡単に空整理して，援策とプランドの関

係を会計的に王者奈してL、く。

まず，イギリス会社法からは，その貸借対照表表示形式等に基づき，解釈によっては既述の

ように，ブランドを暖簾以外の無形固定資産とみなすことで，買入れプランド，非買入れブラ

ンド双方を資産として計上が可能となる点，そしてさらにカレントコストでの評価やその再評

価も可能となるという点が指摘できる。

また，現行の会計基準である SSAP22からも，プランドを援策怠けもの無形資産，すなわち

識別可．能無形資斤：：のーっとして認識することも可能となる点が指摘できる。その上，取引の確

認が可能な買入れ暖簾（資産計上可〉とその困難な非買入れ暖簾（資産計上不可）双方の貸借

対照表上での整合性を重視した「即時消却」とL、う原則が，プランドの資産計上という会計実

践を誌発する根拠となっているといえよう。これにたjしてED47では，買入れ雄策にはその計

上を義務てゴけ，非買入れ暖簾は収益にすでにチャーヲされていろものとみなすととから，双方

の損益計算書よでの整合位を重視した買入れ曝簾の「なし崩し償却」を原則とした上で，買入

れブランドを暖簾のー形態とみなす見解に至っている。

13) ASC, "Accounting for acquisittions and mergers”， 1990. 2. ED48. p. 7. 

14) Roger Muson and Peter Holgate Coopers & Lybrand Deloitte，“ED48-The demise of the 

merger？”， Accountancy, 1990. 5., p. 28. 

15) ASC，“Accounting for intangible fixed assets”， 1990. 2. 1. TR780., p. 2. 1. 

16) Ibid., p. 3. 26. 

17) Ibid., p. 3. 27. 

18〕Ibid.,p. 3. 28. 

19) Don Egginton, op. cit., p. 46. 
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要するに，ブラシドを資産として計上するとL、う先行した会計実践！こ対して， As c c会計

基準委員会〉の見方は，今後，ブランドを暖簾のー形態として明確に位置づけ，さらに暖簾の

なし崩し償却を規定する方向にあったといえよう。またそこには，プランドに対するこれまで

の考え方をより明確にすることで，国際的協調という観点から関連諸墨準を再検討していきた

いとし叶意図がみられる。

ここでさらにロンドン・ビジネス・スクール〔LondonBusiness School : LBS）およびイン

グランド・ウエーノレズ勅許会計士協会（TheInstitute of Chartered Accountants in England 

and Wales: ICAEW）によって出版された『ブランドの会計』（“Accountingfor Brands”〉

1989年の見解にも耳を傾けておきたい。

『プランドの会計Jでは，まず，これまでの会社法および会計基準に基づく会計実践，特に

暖簾の含計処理が，国際的な具地かちすると非常に独特であって，このことからフランドの資

産計上とし、う会計処理が生まれたとL、う認識がなされている円

次に，企業経嘗上，成功を収め，確立した「プランド」の経済的価値を認め，さらにそれに

は通常， トレードマークなどの法的な分離可能な財産権以上の価値があるとしながらも，当該

プランドの将来の収益性，その市場での位置，その他のマーケッティング要因などの評価には

主観的判断が不可欠であるということから，会計的客観性を維持しつつも，その価値をそれ以

外の当該企業財産と分離することの難しさを指摘しているベ

また，資本市場の効率性を高める手段として，ブランドの資産計上を主張する見解に対して

は，新しL、会計情報に対する株式市場の反応に関する実証的研究からは，現在のところそれを

支持するには至ゎてし、ないとの結論を下しているヘ

ブランドの評価基準に関しては，通常，その評価者はp 継続企業における保守的見積り額，

つまり現在の経済的利用価値の計算に関心をもつものであるとみている。その結果，プランド

の評価でl土歴史的原価や取替原価などコストを基礎としたアプローチはとられず，売却時価も

その一般市場の欠如から否定されることになる。また，カレントコストであっても，他の測定

方法の欠如から，その一般的同意は得がたいとL汁見解をとっているペ

すなわち ICAEWおよびLB Sは，ブランドの経済的価備を認めながらも，その客観的認識

の困雄主，評価基準の「令理的確実性Jおよび苛価プロセスの「監査能jJ」の欠如というよう

な問題点を指摘し，さらに資本市場におけるプランド情報の有用性を賠問視することによって，

ブランドの資産計上に消極的な見解を示していたのである。

1 ) Patrick Barwise, Christopher Higson, Andrew Likierman, Paul Marsh, and The Institute 

。fChartered Accountants in England and Wales, Accounti担g for Brands, LBS and ICAE'A～ 
1989. 1., pp. 13-23. 

2 ) Ibid., pp. 25 38. 

3) Ibid., pp. 39同 52.

4) Ibid., pp. 53-78. 
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結局，この問題は1990年8月に発足したAs Bの今後の活動にゆだねられる形となうたわけ

であるが， 1990年2月1日の公開草案発表後の半年間〔1990年7月30日まで〕は， ASC に対

する各界からの反論あるいは代替案などの意見が観迎されることになっており，今後の展開が

控目されろへ

現在の欧米および日本におけるM&Aの主要な目的の一つは「ブランド」の取得にあるとい

えよう。イギリスにおいては，暖簾の即時消却とL寸会計慣行が背景にあり，さらに形式より

も実質を優先するという考え方からは，ブランドの資産計上に積極的な見解を示すことになろ

うが，今日の取得原価主義の枠組みにおいては上述のような問題を生じさせ，国際的調和を指

摘する現代会計理論の形成を一層困難なものとしているのである。

v プランドの会計における会計主体

以下では，会計主体がブランドの資産計上とL寸現代会計実践を導く要因について考察し，

会計主体論の現代的意義に接近してみたい。

ブランドの会計と密接な関係にあるM&Aの会計処理の考察から生じる疑問であるが，これ

までは主としてインスタント利益を生み出しうるという理由からプーリング法が好まれた（そ

の結果，嘆簾は計上されずにある〉が，暖簾と類似の性質を有するプランドを企業があえて自

発的に無形資産として計上するとし、う行動をとる誘因はどこに見出しうるのか。既述のように，

その主な理由のーっとしては，暖簾の即時消却というイギリスの伝統的会計慣行およびその見

直しをあげることができる。これまでイギリスの会社は即時消却によって，①損益計算書上，

その償却額を費用計上する諸外国の会社に比較して，利益を過大に表示したり，①総資産を過

少に表示することで， 総資本利益率などの指標を調整するなどの利点を有してきたのであるへ

そして今度は，ブランドの資産計上とLづ会計方針の変更によって，償却費が発生しないこと

から，相対的利益の減少を抑えることになり，今後の会計基準の見直しにも対処可能となるの

である。また，企業の経営者にとって，ブランドの資産計上は，①株主持分増加がギアリング

レシオを減少させることによって信入能力の拡犬！三役立つとし寸見方から新たなる「ブヲシド

5〕イギリスにおける会計基準設定機構が，会計同体合同諮問委員会（ConsultativeCommittee of 

Accountancy Bodies: CCAB）とその下部組織である会計基準委員会〔Accounting Standards 

Committee）による体制から財務報告評議会〔Financial Reporting Council : FRC）と会計基準審

議会（AccountingStandards Boards : ASB）そして会計基準違反審議会（ReviewPanel）とL、う

体制へ移行した背景を検討すろものに，田中 弘「イ京リスにおける塞準設定機構の改革 CCAB 

-ASCif1iJの崩壊と法規制主の台頭」『会計』森山書店 第138巻第6号 1990年12月がある。

1〕詳しくは，鈴木伸治「イギリス会計の特徴－li'il定資産心時価評価と営業権の償却について」『企業

会計』中央経済社’91Vol. 43. No. 7 81 92ページ参照。

2〕TonyArnold，“Valuation of brands: RHM approach" The Accountant ’s Magazine, 1989. 

3., p.43. 
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M&A」戦略の一手段にもなりえるしへ また逆に②「ブランドの資産計上への動きは，実は，

他の企業を買収しようとする企業が，一定の最低資産ベース要件をみたさねばならないため，

資産ベースの拡大をねらうものである」 ωとして，それを他企業からのM&Aの防衛策とみる

ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス（LondonSchool of Economics : LSE）のマイ

ケル・ブロムウイッチ教授（Prof.Michael Bromwich）の見方をもとりうる。

これまでの検討をアカウンタピリティの関係から捉えた場合，まず，会計主体として企業の

経営者を設定し，その場合の対象利害関係者である株主に対する獲得利潤の配分とLづアカウ

ンタビリティが重視されているとしづ認識が可能となる。報告利益の相対的増加は経営者にと

っても自らの業績を高めることになるが，この点のみの指摘に留まると，会計主体論としては，

逆に資本主説ととられ，資本主が会計主体として設定されているとの指摘も可能となる。

また， M&Aの防衛策としてブランドの資産計上を担えると，このようなインセンティブが，

経営者自身に強く働くものとみる認識となる。確かに， T0 Bが成功した場合は，株主が公開

株価による売却で利益を得ることができると同時に，買収側の経営者にとっても多大なメリッ

トとなる。ところが，敵対的買収においては，被買収側の経営者は多くの痛手を被ることにな

るからである。このように考えてみると，ブランドの会計に関するこれまでの考察から，その

会計主体を特定することは非常に困難であるといわざるをえない。そのためには，経営者，株

主，債権者のみならず，多数の利害関係者がどのようなアカウンタピリティのネットワークの

もとにあるかを，個々の関係ごとにより詳細に検討していく必要があろう。その一つの分析方

法として，エージェンシー・セオリーが有効となるのではないかと思われる。今後の研究課題

としたL、。

イギリスにおいては，ブランドのような「ソフト資産の会計」が現在，主要なテーマのーっ

となっており，このブランドの資産計上は，イギリス独自の会計慣行への暖簾の長期償却規定

としづ国際的調和化からの圧力に対する一つの対抗手段とみることができるわけである。そし

てこのような問題は，会計基準の国際的調和化という観点から，わが国においても今後，重要

な問題となってくるものといえよう。

〔附記］ 本稿は，会計理論学会第5回大会 (1990年10月5日 於熊本商科大学〉における報

告「ブランドの会計」を会計主体論との関連で再検討したものである。

3 ) Michael Bromwich，“The Cont巴mporaryRelevance of Accounting Research" p. 6. 日本会

計研究学会第49回大会公開シンポジウム 東京経済大学 1990年9月13日における講演論文。
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